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京都議定書第１７条に関する決定文案

オーストラリア、カナダ、アイスランド、日本、ニュージーランド、ノール
ウェー、ロシア、ウクライナ、アメリカ合衆国による提出

１９９９年７月３０日

締約国会議は、

特に、京都議定書第３条及び第１７条を想起し、

議定書第１７条に基づき、締約国会議は、特に排出量取引についての検証、報

告及び責任に関し、適切な原則、方法、規則及び指針を定めるとされているこ

とに留意し、

排出量取引の基盤は、議定書第３条に基づく排出の抑制及び削減に関する数量

化された約束であることを認識し、さらに、排出量取引は、附属書Ｂ締約国の

合計の割当量を変化させないことを認識し、

第１７条が、排出量取引は、第３条の「排出の抑制及び削減に関する数量化さ

れた約束を履行するための国内的行動を補足する」ものであるとしていること

に配慮し、

１． 添付した附属書の排出量取引の原則、方法、規則及び指針を採択するこ

とを決定する。
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附属書

定義

1. 「条項」とは、別の指示がない限り、京都議定書の条項を意味する。

2. 「議定書」とは、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書を意味

する。

取引可能単位

3. 割当量（第3条7項に基づく当初の割当量に由来し、第3条の他の項によって

調整されたもの）の移転及び取得は、締約国によって発行されるCO2相当
量の１メートルトン（決定書2/CP.3.で定義され、又はその後第5条に従っ

て改正される地球温暖化係数を使って計算される）の割当量単位で行われ、

発行元の締約国名及び単位発行の対象約束期間を含む個別ｼﾘｱﾙ番号によっ

て識別されるべきである。（割当量単位は、第3条13項に基づき、将来の約
束期間における利用のために繰り越すことが可能である。）

参加

4. 締約国は、下記のいずれかが明らかになった場合、第１７条に基づく排出

量取引に参加することはできない。

（ａ）第５条及び第７条の義務を履行していない、又は、
（ｂ）本附属書の規定に従って、国内登録簿を保持していない

［参加要件におけるわずかな不一致が取り上げられる必要があるかどうか

について、評価することが必要となる。］

5. ［第４条を適用する締約国が、第４条の同一の合意を適用する他の締約国、

若しくはその締約国が所属し、またそれ自身が議定書の締約国であるとこ

ろの地域的経済統合機関が、第５条及び第７条の義務を履行していないこ
とが明らかになった場合に、第１７条に基づく排出量取引に参加できるか

どうかについての問題について対処することが必要となる。］

6. 締約国が、[第８条の検討の過程により？][その他により？]上記の４
（ａ）項又は（ｂ）項の要件を満たしているかどうかの問題を提起された

場合は、［議定書に適用可能な一般的な手続により］[特定の手続により]

問題が迅速に解決されることとなる。

7. 自国の法人（例、民間企業、非政府団体、個人）に対し、割当量単位の移

転及び取得を認めた締約国は、その参加が本附属書に合致していることを
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確保する。さらに、そのような締約国は、議定書の規定する義務を果たす

責任を依然として負う。

締約国の登録簿

8. 第１７条に基づく排出量取引に参加する締約国は、締約国及びその認定し

た法人による割当量単位の全ての保有、移転及び取得に関する記録を内容
とする登録簿を保持する。

9. 登録簿に記載された情報は、公的に入手可能とされるものとする。

10. ２カ国以上の締約国は、自発的に、それぞれの登録簿が法的に区別されて

いる統合ｼｽﾃﾑにおいて、それらの国の登録簿を管理することができる。

11. 割当量単位の移転及び取得は、（ｼﾘｱﾙ番号で特定された）単位を移転する
締約国の登録簿より除去し、取得する締約国の登録簿に加えることによっ

て行われる。

12. 締約国が第３条１項に基づく自国の約束を履行するために使用した割当量
単位は、当該締約国によって回収される。その場合、この単位をさらに利

用あるいは取引することはできない。；全ての回収された割当量単位の記

録は、締約国がその登録簿に保持する。

報告

13. 排出量取引に参加する各締約国は、第７条に基づく事務局への毎年の提出

物の中に、特に、下記の情報を標準電子フォーマットで含める。

― 当該年における割当量単位の移転及び取得、これには、各単位ごとにｼﾘ

ｱﾙ番号及び移転先又は取得元の締約国登録簿も含める。

― 回収された割当量単位（ｼﾘｱﾙ番号で特定される）

国際的統合

14. 事務局は、第８条に基づく排出の目録及び割当量に関する毎年の取りまと

め及び審査の一部として、締約国による当該年の割当量単位の移転及び取
得の報告を統合した公的に入手可能な報告書を作成する。これには、第３

条１項を遵守する目的で締約国によりいずれの単位が使用されたかについ

ても含める。事務局は、締約国に対し、割当量の移転に関する記録の相違

を調査し、訂正する機会を提供する。統合報告書には、なお残された相違
が反映される。

補足性



- 4 -

15. ［「補足性」という用語について詳細化は行わない。］

検証

16. ［排出量取引制度の完成度は多くの要素に依存する。］

　この制度は割当量の再配分を基本としていることから、正確な目録、報告、

登録簿は極めて重要である。結果として、取引制度と議定書における関連条項

には明確なつながりが存在するべきである。例えば、締約国は、第５条及び第

７条の義務を履行していないことが明らかである；若しくはこの附属書の規定
に従い国内登録簿を保持していない場合、取引に参加することが許容されるべ

きではない。

　締約国は、いかなる排出量取引の規則にも従うことに責任を有するべきであ
る。したがって、締約国は、例えその法人が排出量取引に参加した場合であっ

ても、その議定書の義務を果たす責任を維持するべきである。

　締約国の排出量取引関連の要件への合致については、初めに第８条における
専門家による検討班により、適当である場合には、続いて議定書の遵守制度に

基づく適切な手続により、検討が可能であるべきである。

第１７条の第４条に対する関係

17. ［第１７条と第４条の関係に関する課題に対処する必要がある］

約束期間終了時の問題

18. 各約束期間の終了時には、締約国が、例えば、割当量単位の取得などによ

り、排出量の超過を解決する機会が与えられる[短い期間]を設ける。

19. ［「ﾘｽｸ配分」の問題］

20. ［（パラグラフ１８において言及される短い期間の後も）前の約束期間に

おいてその排出が割当量を上回っていた締約国が、次の約束期間において、
第１７条規定に基づく排出量取引に参加する資格を保持できるかどうかと

いう問題に対処する必要がある。］

他の問題

21. ［競争など追加的問題に対処する必要があるかもしれない。］


